
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の

一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
―
二
―
四

人
事
院
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

規
則
中
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
場

規
則
中
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
場

合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
意
味
に
用
い
る
。

合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
意
味
に
用
い
る
。

一
～
三
十
二

（
略
）

一
～
三
十
二

（
略
）

三
十
三

「
全
体
評
語
」
と
は
、
人
事
評
価
政
令
第
九

（
新
設
）



条
第
三
項
（
人
事
評
価
政
令
第
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
確
認
が
行
わ

れ
た
人
事
評
価
政
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全

体
評
語
を
い
う
。

三
十
四

「
「
卓
越
し
て
優
秀
」
」
と
は
、
人
事
評
価

（
新
設
）

政
令
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下

「
六
段
階
評
価
職
員
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
全

体
評
語
の
う
ち
最
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
五

「
「
非
常
に
優
秀
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価

（
新
設
）

職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階

よ
り
四
段
階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
六

「
「
優
良
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に

（
新
設
）

付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
三



段
階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
七

「
「
良
好
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員
に

（
新
設
）

付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
よ
り
二

段
階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
八

「
「
や
や
不
十
分
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価

（
新
設
）

職
員
に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階

よ
り
一
段
階
上
位
の
段
階
の
も
の
を
い
う
。

三
十
九

「
「
不
十
分
」
」
と
は
、
六
段
階
評
価
職
員

（
新
設
）

に
付
さ
れ
る
全
体
評
語
の
う
ち
最
下
位
の
段
階
の
も

の
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


